
一般質問一覧表 

田原市議会第１回定例会（第２日・第３日） 

令和８年３月４日・５日 

 

代 表 質 問 

 

令和８年３⽉４⽇（予定） 

 

１番 新政田原自民クラブ 中神靖典議員 

（一括質問一括答弁方式） 

○ 令和 8 年度施政方針について 

１．新年度予算の考え方について 

２．財政見通しについて 

３．重点施策について 

 

 

２番 自由民主党田原市議団 小川金一議員 

（一括質問一括答弁方式） 

○ 令和 8 年度施政方針について 

１．子育て・教育施策の持続可能性と効果について 

２．産業振興と定住促進の実効性について 

３．渥美半島における「強靱で信号のない道路」の早期実現と半島防災につ

いて 

 

 

３番 市民クラブ 柳元浩幸議員 

（一括質問一括答弁方式） 

○ 令和 8 年度施政方針の重点施策について 

１．住み続けたいまちづくりについて 

２．住んでみたい・訪ねてみたいまちづくりについて 

３．未来につながるまちづくりについて 
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個 人 質 問 

 

令和８年３⽉４⽇（予定） 

 

１番 自由民主党田原市議団 真野尚功議員 

（一問一答方式） 

○ 小中学校のいじめ対策について 

   １．小中学校のいじめ対策について 

 

 

２番 公明党田原市議団   史子議員 

（一問一答方式） 

 ○ 子どもをデジタル犯罪やネット上のいじめから守るための取組について 

１．子どもをデジタル犯罪やネット上のいじめから守るための取組について 

○ 成年後見制度の利用促進について 

   １．成年後見制度の利用促進について 
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令和８年３⽉５⽇（予定） 

 

 

３番 自由民主党田原市議団 山上勝由議員 

（一問一答方式） 

 ○ 消防団の維持について 

   １．消防団員の確保について 

   ２．分団の今後の在り方について 

 

 

４番 自由民主党田原市議団 内藤喜久枝議員 

（一括質問一括答弁方式） 

○ 赤羽根市民センター等の複合化までの現施設の運営管理について 

  １．赤羽根市民センター等の複合化までの現施設の運営管理について 

 

 

５番 自由民主党田原市議団 小川貴夫議員 

（一問一答方式） 

○ 交通空白の解消について 

   １．ぐるりんミニバス中山線デマンド運行実証実験について 

   ２．公共ライドシェアの導入について 

  

 

６番 自由民主党田原市議団 古川幸宏議員 

（一問一答方式） 

○ 飼い主のいない猫対策について 

  １．飼い主のいない猫対策について 

○ シデコブシの保全について 

  １．シデコブシの保全について 
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１／１枚                       

   令和８年２月１７日  

   

田原市議会議長 殿  

 

               田原市議会議員 中神 靖典  

                 （会派名：新政田原自民クラブ） 

 

一般質問通告書 
 

次のとおり、会議規則第６３条の規定により通告します。 

(裏面に続く) 

質 問 者 の 区 分 代表質問   ・ 個人質問 

質 問 方 式 の 選 択 一問一答方式 ・ 一括質問一括答弁方式  

質問項目(大項目) 令和 8 年度施政方針について 

質問項目(小項目) １．新年度予算の考え方について 

質問要旨:「未来をひらき、魅力あるたはらを創る」予算とした考え方につい

て伺う。 

 

質問項目(小項目) ２．財政見通しについて 

質問要旨:物価高騰や賃金上昇により事業費増大が見込まれる中、財政見通し

及び財源確保の考え方について伺う。 

 

質問項目(小項目) ３．重点施策について 

質問要旨:「住み続けたいまちづくり」「住んでみたい・訪ねてみたいまちづ

くり」「未来につながるまちづくり」を推進するための取組について伺う。 
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(留意事項) 

○この通告書の写しは、市当局及び議会運営委員会に配布します。 

○大項目及び小項目は、一般質問一覧表に転記します。 

○大項目が二つ以上の場合は、通告書を分けて大項目ごと提出してください。 

○質問要旨は、質問の主旨、狙い等を明瞭・簡潔に記入してください。（200 字以内） 

○用紙が足りない場合は複数枚使用して、右上の  ／ 枚 に枚数を記入してください。 

○一般質問の受付は、告示日の午前 8 時 30 分から受付を開始します。 

○電子メールにより送信した場合は、同時に議会事務局に電話連絡してください。 

○一般質問(個人質問)の発言順は、通告書の受付順によります。 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

事務局

記入欄 
令和 8 年 2 月 17 日 (8 時 30 分受付) 受付番号 代-1 
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１／１枚                       

   令和８年２月１９日  

   

田原市議会議長 殿  

 

               田原市議会議員 小川 金一  

                 （会派名：自由民主党田原市議団） 

 

一般質問通告書 
 

次のとおり、会議規則第６３条の規定により通告します。 

(裏面に続く) 

質 問 者 の 区 分 代表質問   ・ 個人質問 

質 問 方 式 の 選 択 一問一答方式 ・ 一括質問一括答弁方式  

質問項目(大項目) 令和 8 年度施政方針について 

質問項目(小項目) 
１．子育て・教育施策の持続可能性と効果に

ついて 

質問要旨:小中学校給食費の無償化やこども誰でも通園制度、病児保育室開設

などの子育て・教育施策は大きく拡充されるが、恒常的財源の確保と将来

世代への負担の在り方をどう整理するのか伺う。また、少子化対策として

期待される効果について伺う。 

 

質問項目(小項目) ２．産業振興と定住促進の実効性について 

質問要旨:全国有数の農業産出額や再生可能エネルギーの集積などの本市の

強みと、三河港田原地区や産業会館の整備などの取組とを、雇用創出や所

得向上にどう結び付けるのか伺う。また、それらが定住促進にどの程度寄

与するのか、考えを伺う。 

 

質問項目(小項目) 
３．渥美半島における「強靱で信号のない道

路」の早期実現と半島防災について 

質問要旨:能登半島地震を教訓に、三方を海に囲まれた本市において、災害時

の孤立を防ぐ道路網の整備は喫緊の課題である。「強靱で信号のない道路」

の早期実現に向け、愛知県との連携状況や具体的な進捗見通しを伺う。ま

た、半島先端部を含む地域全体の防災機能強化に向けた取組の方向性を伺

う。 
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(留意事項) 

○この通告書の写しは、市当局及び議会運営委員会に配布します。 

○大項目及び小項目は、一般質問一覧表に転記します。 

○大項目が二つ以上の場合は、通告書を分けて大項目ごと提出してください。 

○質問要旨は、質問の主旨、狙い等を明瞭・簡潔に記入してください。（200 字以内） 

○用紙が足りない場合は複数枚使用して、右上の  ／ 枚 に枚数を記入してください。 

○一般質問の受付は、告示日の午前 8 時 30 分から受付を開始します。 

○電子メールにより送信した場合は、同時に議会事務局に電話連絡してください。 

○一般質問(個人質問)の発言順は、通告書の受付順によります。 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

事務局

記入欄 
令和 8 年 2 月 19 日 (10 時 50 分受付) 受付番号 代-2 
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１／１枚                       

   令和８年２月１７日  

   

田原市議会議長 殿  

 

               田原市議会議員 柳元 浩幸  

                  （会派名：市民クラブ） 

 

一般質問通告書 
 

 次のとおり、会議規則第６３条の規定により通告します。 

(裏面に続く) 

質 問 者 の 区 分 代表質問   ・ 個人質問 

質 問 方 式 の 選 択 一問一答方式 ・ 一括質問一括答弁方式  

質問項目(大項目) 令和 8 年度施政方針の重点施策について 

質問項目(小項目) １．住み続けたいまちづくりについて 

質問要旨: 

1．子育て支援について取組の方向性を伺う。 

質問項目(小項目) 
２．住んでみたい・訪ねてみたいまちづくり

について 

質問要旨: 

1．地域産業の振興について考えを伺う。 

2．定住・移住の促進について考えや方向性を伺う。 

3．関係・交流人口の拡大に向けた取組について方向性を伺う。 

 

質問項目(小項目) ３．未来につながるまちづくりについて 

質問要旨: 

1．南海トラフ地震を想定した防災備蓄について考えを伺う。 

2．交通事故防止に向けた取組の考えを伺う。 

3．カーボンニュートラルに向けた取組について方向性を伺う。 
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(留意事項) 

○この通告書の写しは、市当局及び議会運営委員会に配布します。 

○大項目及び小項目は、一般質問一覧表に転記します。 

○大項目が二つ以上の場合は、通告書を分けて大項目ごと提出してください。 

○質問要旨は、質問の主旨、狙い等を明瞭・簡潔に記入してください。（200 字以内） 

○用紙が足りない場合は複数枚使用して、右上の  ／ 枚 に枚数を記入してください。 

○一般質問の受付は、告示日の午前 8 時 30 分から受付を開始します。 

○電子メールにより送信した場合は、同時に議会事務局に電話連絡してください。 

○一般質問(個人質問)の発言順は、通告書の受付順によります。 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

事務局

記入欄 
令和 8 年 2 月 17 日(16 時 43 分受付) 受付番号 代-3 
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１／１枚                       

   令和８年２月１７日  

   

田原市議会議長 殿  

 

               田原市議会議員 真野 尚功  

                 （会派名：自由民主党田原市議団） 

 

一般質問通告書 
 

 次のとおり、会議規則第６３条の規定により通告します。 

(裏面に続く) 

 

質 問 者 の 区 分 代表質問   ・ 個人質問  

質 問 方 式 の 選 択 一問一答方式 ・ 一括質問一括答弁方式 

質問項目(大項目) 小中学校のいじめ対策について 

質問項目(小項目) １．小中学校のいじめ対策について 

質問要旨:小中学校におけるいじめは重大な人権問題であり、早期発見のため

の情報収集体制、調査の客観性を担保する第三者性、そして警察等との連

携など、多角的な視点から対策を講じる必要があると考える。 

そこで、本市の小中学校におけるいじめ対策の現状と、今後の方向性につ

いて伺う。 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 
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(留意事項) 

○この通告書の写しは、市当局及び議会運営委員会に配布します。 

○大項目及び小項目は、一般質問一覧表に転記します。 

○大項目が二つ以上の場合は、通告書を分けて大項目ごと提出してください。 

○質問要旨は、質問の主旨、狙い等を明瞭・簡潔に記入してください。（200 字以内） 

○用紙が足りない場合は複数枚使用して、右上の  ／ 枚 に枚数を記入してください。 

○一般質問の受付は、告示日の午前 8 時 30 分から受付を開始します。 

○電子メールにより送信した場合は、同時に議会事務局に電話連絡してください。 

○一般質問(個人質問)の発言順は、通告書の受付順によります。 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

事務局

記入欄 
令和 8 年 2 月 17 日(8 時 30 分受付) 受付番号 個-1 
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１／１枚                       

   令和８年２月１７日 

   

田原市議会議長 殿  

 

               田原市議会議員   史子  

                 （会派名：公明党田原市議団） 

 

一般質問通告書 
 

 次のとおり、会議規則第６３条の規定により通告します。 

(裏面に続く) 

質 問 者 の 区 分 代表質問   ・ 個人質問  

質 問 方 式 の 選 択 一問一答方式 ・ 一括質問一括答弁方式 

質問項目(大項目) 
子どもをデジタル犯罪やネット上のいじ

めから守るための取組について 

質問項目(小項目) 
１．子どもをデジタル犯罪やネット上のいじ

めから守るための取組について  

質問要旨:スマートフォンの普及に伴い、子どもが巻き込まれるデジタル犯罪

や、被害者にも加害者にもなり得るネット上のいじめが発生している。 

そこで、子どもをデジタル犯罪やネット上のいじめから守るための取組に

ついて伺う。 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨:  

 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨:  
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(留意事項) 

○この通告書の写しは、市当局及び議会運営委員会に配布します。 

○大項目及び小項目は、一般質問一覧表に転記します。 

○大項目が二つ以上の場合は、通告書を分けて大項目ごと提出してください。 

○質問要旨は、質問の主旨、狙い等を明瞭・簡潔に記入してください。（200 字以内） 

○用紙が足りない場合は複数枚使用して、右上の  ／ 枚 に枚数を記入してください。 

○一般質問の受付は、告示日の午前 8 時 30 分から受付を開始します。 

○電子メールにより送信した場合は、同時に議会事務局に電話連絡してください。 

○一般質問(個人質問)の発言順は、通告書の受付順によります。 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

事務局

記入欄 
令和 8 年 2 月 17 日 (8 時 30 分受付) 受付番号 個-2-1 
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１／１枚                       

   令和８年２月１７日 

   

田原市議会議長 殿  

 

               田原市議会議員   史子  

                 （会派名：公明党田原市議団） 

 

一般質問通告書 
 

 次のとおり、会議規則第６３条の規定により通告します。 

(裏面に続く) 

質 問 者 の 区 分 代表質問   ・ 個人質問  

質 問 方 式 の 選 択 一問一答方式 ・ 一括質問一括答弁方式 

質問項目(大項目) 成年後見制度の利用促進について 

質問項目(小項目) １．成年後見制度の利用促進について 

質問要旨:認知症高齢者の増加は社会課題と言われている中で、認知症や知的

障害などによって判断能力が不十分な方々を保護し、支援を行う成年後見

制度の需要は今後一層高まると見込まれる。 

そこで、成年後見制度の利用促進に向けたこれまでの取組とその評価を伺

う。 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨:  

 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨:  
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(留意事項) 

○この通告書の写しは、市当局及び議会運営委員会に配布します。 

○大項目及び小項目は、一般質問一覧表に転記します。 

○大項目が二つ以上の場合は、通告書を分けて大項目ごと提出してください。 

○質問要旨は、質問の主旨、狙い等を明瞭・簡潔に記入してください。（200 字以内） 

○用紙が足りない場合は複数枚使用して、右上の  ／ 枚 に枚数を記入してください。 

○一般質問の受付は、告示日の午前 8 時 30 分から受付を開始します。 

○電子メールにより送信した場合は、同時に議会事務局に電話連絡してください。 

○一般質問(個人質問)の発言順は、通告書の受付順によります。 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

事務局

記入欄 
令和 8 年 2 月 17 日 (8 時 30 分受付) 受付番号 個-2-2 
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１／１枚                       

   令和８年２月１７日  

   

田原市議会議長 殿  

 

               田原市議会議員 山上 勝由  

                 （会派名：自由民主党田原市議団） 

 

一般質問通告書 
 

 次のとおり、会議規則第６３条の規定により通告します。 

(裏面に続く) 

質 問 者 の 区 分 代表質問   ・ 個人質問  

質 問 方 式 の 選 択 一問一答方式 ・ 一括質問一括答弁方式 

質問項目(大項目) 消防団の維持について 

質問項目(小項目) １．消防団員の確保について 

質問要旨:人口減少と少子高齢化が進む中、消防団を維持していく必要があ

る。南海トラフ地震も発生が懸念される本市においては、地域を知り尽く

した消防団員の確保は重要である。消防団加入の阻害要因とされていた訓

練や活動の見直しなどを進めてきたが、消防団員の確保の現状と課題につ

いて伺う。 

 

質問項目(小項目) ２．分団の今後の在り方について 

質問要旨:消防団員の確保が困難となっている分団があり、消防団活動に支障

をきたすことが懸念されるが、今後の活動への影響と方向性について伺う。 
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(留意事項) 

○この通告書の写しは、市当局及び議会運営委員会に配布します。 

○大項目及び小項目は、一般質問一覧表に転記します。 

○大項目が二つ以上の場合は、通告書を分けて大項目ごと提出してください。 

○質問要旨は、質問の主旨、狙い等を明瞭・簡潔に記入してください。（200 字以内） 

○用紙が足りない場合は複数枚使用して、右上の  ／ 枚 に枚数を記入してください。 

○一般質問の受付は、告示日の午前 8 時 30 分から受付を開始します。 

○電子メールにより送信した場合は、同時に議会事務局に電話連絡してください。 

○一般質問(個人質問)の発言順は、通告書の受付順によります。 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

事務局

記入欄 
令和 8 年 2 月 17 日(12 時 44 分受付) 受付番号 個-3 
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１／１枚                       

   令和８年２月１７日  

   

田原市議会議長 殿  

 

               田原市議会議員 内藤 喜久枝  

                 （会派名：自由民主党田原市議団） 

 

一般質問通告書 
 

 次のとおり、会議規則第６３条の規定により通告します。 

(裏面に続く) 

質 問 者 の 区 分 代表質問   ・ 個人質問  

質 問 方 式 の 選 択 一問一答方式 ・ 一括質問一括答弁方式  

質問項目(大項目) 
赤羽根市民センター等の複合化までの現

施設の運営管理について 

質問項目(小項目) 
１．赤羽根市民センター等の複合化までの現

施設の運営管理について 

質問要旨:現在、赤羽根市民センター及び図書館を含む赤羽根文化会館は老朽

化が進んでおり、雨漏りや空調などに不具合が生じている。今後、複合施

設の建設・供用開始まで数年かかる計画であるが、現施設全体の現状をど

のように評価し、この間の維持管理や運用についてどのように考えている

のか伺う。 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨:  

 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨:  
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(留意事項) 

○この通告書の写しは、市当局及び議会運営委員会に配布します。 

○大項目及び小項目は、一般質問一覧表に転記します。 

○大項目が二つ以上の場合は、通告書を分けて大項目ごと提出してください。 

○質問要旨は、質問の主旨、狙い等を明瞭・簡潔に記入してください。（200 字以内） 

○用紙が足りない場合は複数枚使用して、右上の  ／ 枚 に枚数を記入してください。 

○一般質問の受付は、告示日の午前 8 時 30 分から受付を開始します。 

○電子メールにより送信した場合は、同時に議会事務局に電話連絡してください。 

○一般質問(個人質問)の発言順は、通告書の受付順によります。 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

事務局

記入欄 
令和 8 年 2 月 17 日(13 時 00 分受付) 受付番号 個-4 
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１／１枚                       

   令和８年２月１９日  

   

田原市議会議長 殿  

 

               田原市議会議員 小川 貴夫  

                 （会派名：自由民主党田原市議団） 

 

一般質問通告書 
 

 次のとおり、会議規則第６３条の規定により通告します。 

(裏面に続く) 

 

質 問 者 の 区 分 代表質問   ・ 個人質問  

質 問 方 式 の 選 択 一問一答方式 ・ 一括質問一括答弁方式 

質問項目(大項目) 交通空白の解消について 

質問項目(小項目) 
１．ぐるりんミニバス中山線デマンド運行実

証実験について 

質問要旨:ぐるりんミニバス中山線において、利用者数の減少及び交通空白の

解消に対応するため、現在、デマンド運行実証実験が実施されている。 

そこで、令和 7 年 10 月からこれまでのデマンド運行実証実験の乗車状況に

ついて伺う。 

 

質問項目(小項目) ２．公共ライドシェアの導入について 

質問要旨:現在、渥美地域にて、観光や夜間のタクシー不足に対応した公共ラ

イドシェアについて検討していると聞いている。この取組は、市民の足の

確保の観点からも、観光による経済発展の観点からも重要な取組と考える。 

 そこで、公共ライドシェア導入に向けた取組について伺う。 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 
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(留意事項) 

○この通告書の写しは、市当局及び議会運営委員会に配布します。 

○大項目及び小項目は、一般質問一覧表に転記します。 

○大項目が二つ以上の場合は、通告書を分けて大項目ごと提出してください。 

○質問要旨は、質問の主旨、狙い等を明瞭・簡潔に記入してください。（200 字以内） 

○用紙が足りない場合は複数枚使用して、右上の  ／ 枚 に枚数を記入してください。 

○一般質問の受付は、告示日の午前 8 時 30 分から受付を開始します。 

○電子メールにより送信した場合は、同時に議会事務局に電話連絡してください。 

○一般質問(個人質問)の発言順は、通告書の受付順によります。 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

事務局

記入欄 
令和 8 年 2 月 19 日(7 時 17 分受付) 受付番号 個-5 
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１／１枚                       

   令和８年２月１９日  

   

田原市議会議長 殿  

 

               田原市議会議員 古川 幸宏  

                 （会派名：自由民主党田原市議団） 

 

一般質問通告書 
 

 次のとおり、会議規則第６３条の規定により通告します。 

(裏面に続く) 

質 問 者 の 区 分 代表質問   ・ 個人質問  

質 問 方 式 の 選 択 一問一答方式 ・ 一括質問一括答弁方式 

質問項目(大項目) 飼い主のいない猫対策について 

質問項目(小項目) １．飼い主のいない猫対策について 

質問要旨:飼い主のいない猫を巡る問題は、公衆衛生の悪化や地域住民同士の

トラブルにもつながる地域の課題と認識している。昨年度から、本市では

不妊去勢手術費の補助制度を設けているが、短期間で効果が表れるもので

はないため、引き続き積極的な取組が必要と考える。 

そこで、本市における飼い主のいない猫対策の現状と今後の取組の方向性

について伺う。 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 
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(留意事項) 

○この通告書の写しは、市当局及び議会運営委員会に配布します。 

○大項目及び小項目は、一般質問一覧表に転記します。 

○大項目が二つ以上の場合は、通告書を分けて大項目ごと提出してください。 

○質問要旨は、質問の主旨、狙い等を明瞭・簡潔に記入してください。（200 字以内） 

○用紙が足りない場合は複数枚使用して、右上の  ／ 枚 に枚数を記入してください。 

○一般質問の受付は、告示日の午前 8 時 30 分から受付を開始します。 

○電子メールにより送信した場合は、同時に議会事務局に電話連絡してください。 

○一般質問(個人質問)の発言順は、通告書の受付順によります。 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

事務局

記入欄 
令和 8 年 2 月 19 日 (10 時 35 分受付) 受付番号 個-6-1 
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１／１枚                       

   令和８年２月１９日  

   

田原市議会議長 殿  

 

               田原市議会議員 古川 幸宏  

                 （会派名：自由民主党田原市議団） 

 

一般質問通告書 
 

 次のとおり、会議規則第６３条の規定により通告します。 

(裏面に続く) 

質 問 者 の 区 分 代表質問   ・ 個人質問  

質 問 方 式 の 選 択 一問一答方式 ・ 一括質問一括答弁方式 

質問項目(大項目) シデコブシの保全について 

質問項目(小項目) １．シデコブシの保全について 

質問要旨:本市には、国・県・市の文化財指定を受けるシデコブシの自生地も 

 あり、極めて重要な資源だが、近縁種との交雑による「遺伝的汚染」とい 

う不可逆的な損失が危惧される。 

そこで、専門機関と連携した実態調査や、部局横断的な保全について市の

見解を伺う。 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 
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(留意事項) 

○この通告書の写しは、市当局及び議会運営委員会に配布します。 

○大項目及び小項目は、一般質問一覧表に転記します。 

○大項目が二つ以上の場合は、通告書を分けて大項目ごと提出してください。 

○質問要旨は、質問の主旨、狙い等を明瞭・簡潔に記入してください。（200 字以内） 

○用紙が足りない場合は複数枚使用して、右上の  ／ 枚 に枚数を記入してください。 

○一般質問の受付は、告示日の午前 8 時 30 分から受付を開始します。 

○電子メールにより送信した場合は、同時に議会事務局に電話連絡してください。 

○一般質問(個人質問)の発言順は、通告書の受付順によります。 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

質問項目(小項目)  

質問要旨: 

 

 

 

 

 

事務局

記入欄 
令和 8 年 2 月 19 日 (10 時 35 分受付) 受付番号 個-6-2 
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